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【届出の対象とした募集有価証券の種

類】

ジョンソン・エンド・ジョンソン記名式額面普通株式(額面1.00

米ドル)を目的とする新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】 ０米ドル(０円)(注１)
9,896,455米ドル(814,379,282円)(注２)(注３)
(注１)　新株予約権証券の発行価額の総額である。

(注２)　新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際

して払い込むべき金額の合計額を合算した見込額である。

(注３)　括弧内の円金額は、１米ドル＝82.29円の換算率(株式会社

三菱東京UFJ銀行の2011年２月９日現在の対顧客直物電信

売買相場の仲値)により計算されている。１米ドル未満及

び１円未満の金額は、それぞれ四捨五入してある。
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【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 該当なし

 

(注１)　別段の記載がある場合を除き、本書中の「当社」又は「ジョンソン・エンド・ジョンソン」は、文脈に応じ

てジョンソン・エンド・ジョンソン、又はジョンソン・エンド・ジョンソン及びその子会社を指す。

(注２)　別段の記載がある場合を除き、本書中の「米ドル」、「ドル」、「U.S.$」又は「$」はアメリカ合衆国の法定

通貨を表している。株式会社三菱東京UFJ銀行の2011年２月９日現在の対顧客直物電信売買相場の仲値は１

米ドル=82.29円であった。本書において記載されている米ドル金額の日本円への換算はかかる換算率に

よって便宜上なされているもので、将来の換算率を表するものではない。１米ドル未満及び１円未満の金額

は、それぞれ四捨五入してある。

(注３)　本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行新株予約権証券】

(1) 【募集の条件】

発行数 159,107個（注１）

発行価額の総額 ０米ドル（０円）

発行価格 ０米ドル（０円）

申込手数料 該当事項なし

申込単位 １個

申込期間 2011年３月31日

申込証拠金 該当事項なし

申込取扱場所
ジョンソン・エンド・ジョンソン
アメリカ合衆国、ニュージャージー州08933、ニューブランズウィック、
ジョンソン・エンド・ジョンソン・プラザ１

割当日 2011年３月31日

払込期日 該当事項なし

払込取扱場所 該当事項なし

摘要

１　本募集は当社の「2005年長期インセンティブ・プラン」（以下「本プラ
ン」という。）に基づき、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、ヤ
ンセンファーマ株式会社及びオーソ・クリニカル・ダイアグノス
ティックス株式会社の従業員114名に付与される、株式を購入する権利
(新株予約権)（以下「本新株予約権」という。）に関する募集である。
本書に基づく新株予約権証券の募集は、当社取締役会の報酬委員会（以
下「委員会」という。）の2011年１月10日付決議により授権されたもの
である。

２　本新株予約権の行使により取得される株式（下記に定義される。）は、当
社が取得した既発行の自己株式である。

３　本募集と同様の募集はアメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国などの海外の
国々でも同時になされ、全世界（日本を除く。）で本プランの対象とな
る当社並びにその子会社及び適格関連会社の従業員の数は6,645名であ
る。

(注１)　「発行数」は新株予約権者に対して付与された本新株予約権が全て行使された場合に取得される１株当た

り額面金額1.00米ドルの当社普通株式（以下「株式」という。）の数と同数である。
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(2) 【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる株式の種類 当社記名式額面普通株式（額面1.00米ドル）（議決権株式である。）

(注１)

新株予約権の目的となる株式の数 本新株予約権１個当たり１株

（全ての本新株予約権が行使された場合の総株式数: 159,107株）

新株予約権の行使時の払込金額 本新株予約権１個当たり62.20米ドル（5,118円）

（全ての本新株予約権が行使された場合の払込金額総額:

9,896,455米ドル（814,379,282円））

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価額の総額

該当事項なし

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

該当事項なし

新株予約権の行使期間 2014年１月11日から2021年１月７日まで

新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所

ジョンソン・エンド・ジョンソン

アメリカ合衆国、ニュージャージー州08933、

ニューブランズウィック、

ジョンソン・エンド・ジョンソン・プラザ１

新株予約権の行使の条件 全ての付与された本新株予約権は付与日から３年後に権利確定し、権利確定

日の翌日から行使可能となる。

自己新株予約権の取得の事由及び取

得の条件

(1)　従業員が死亡により当社を退職した場合には、権利が確定していない本

新株予約権は、当該従業員の死亡日に直ちに権利確定するものとする。

権利が確定した本新株予約権は、その残存期間中に行使できるものと

する。

(2)　長期就業障害又は62歳以上若しくは10年以上（退職直前の連続する５

年間の勤務を含むものでなければならない。）勤務した従業員が、定年

での退職により退職した場合には、権利が確定していない本新株予約

権は、当該本新株予約権の付与日から３年後の応答日に権利確定する

ものとする。但し、雇用終了前の６ヶ月（競合他社に雇用された場合に

は、18ヶ月）以内に付与された本新株予約権については、権利を喪失す

るものとする。権利が確定した本新株予約権は、その残存期間中に行使

することができるものとする。

(3)　従業員がその他の退職により当社を退職した場合には、権利が確定して

いない本新株予約権は、権利を喪失するものとする。権利が確定してい

る本新株予約権は、退職後３年間（本新株予約権の当初の行使期間を

超えないものとする。）行使することができるものとする。
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(4)　従業員がその他の雇用期間終了により当社を退職した場合には、権利が

確定していない本新株予約権は、権利を喪失するものとする。権利が確

定している本新株予約権は、退職後３ヶ月間（本新株予約権の当初の

行使期間を超えないものとする。）行使することができるものとする。

(5)　全ての本新株予約権は、付与日から10年後に失効するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 本プランに基づく本新株予約権又はそれに関する権利若しくは所有権のい

ずれも、遺言又は相続法及び分配法による場合以外には譲渡することができ

ず、本プランに基づく全ての本新株予約権は、本プランに基づき本新株予約

権の付与を受けた者（以下「付与対象者」という。）の生存中に付与対象者

のみが行使できるものとする。付与対象者が受領した株式（制限付株式を除

く。）は、付与された時点で、1933年証券法、1934年証券取引所法第16条及び

当社のインサイダー取引に関する方針（かかる方針は随時修正される可能

性がある。）に服することを条件として、自由に譲渡、移転、質権設定又はそ

の他抵当権を設定することができるものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

該当事項なし

摘要 合併、会社更生、連結、資本再構成、株式配当、株式分割、併合若しくは株式交

換又はその他株式の種類に影響を及ぼすような会社組織の変更の場合には、

委員会は、本プラン規則第５条に記載される通り本プランに基づき交付され

る株式の種類及び総数、本プラン規則第６条に基づく本新株予約権の上限、

残存する本新株予約権の種類、数及び行使価格を、適当とみなす範囲により

調整するものとする。但し、本新株予約権の対象となるあらゆる種類の株式

の数は、常に整数であるものとする。かかる調整は、委員会の単独の裁量によ

り、１種類以上の株式を対象とする本新株予約権の形をとることができるも

のとする。かかる調整は、本プランの全ての目的において、最終的なものであ

り拘束力を有するものとする。

(注１)　当社の基本定款には、当社取締役会が、当社の基本定款に規定される通り、普通株式に加えて、１以上のシ

リーズの優先株式をあらゆる金額（但し、いかなる時も2,000,000株を超える優先株式が発行済であって

はならない。）で適宜発行することができる旨が規定されている。かかるシリーズの優先株式は、議決権が

ないか、議決権が限定されているか、又は特別若しくは複式の議決権を享受するものとする。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項なし
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２ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額

9,896,455米ドル

（814,379,282円）

（注１）

該当事項なし
9,896,455米ドル

（814,379,282円）

(注１)　新株予約権証券の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算

した見込額である。

 

(2) 【手取金の使途】

本新株予約権の募集は、当社の業績向上に対する従業員の貢献意欲や士気を高めることにより、企業価

値向上に資することを目的としてストック・オプションを付与するものであり、資金調達を目的として

いない。

また、新株予約権の行使の決定は新株予約権の割当てを受けた者の判断に委ねられるため、本新株予約

権の行使に際して払い込むべき金額は、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難で

ある。従って、事業目的のための資金に充当する予定であるが、具体的な金額については、行使による払込

みがなされた時点の状況に応じて決定する。

 

第２ 【売出要項】

該当事項なし

 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし
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第４ 【その他】

１ 【法律意見】

当社の会社秘書役であるダグラス・K・キアから以下の趣旨の法律意見書が提出されている。

 

(a) 当社は、日本におけるストック・オプションの付与を行うために必要な全ての手続きを行っている。

(b) 本書の対象となっている日本におけるストック・オプションの付与のための新株予約権証券の募集

は、適法であり、ニュージャージー州法を遵守したものである。

(c) 本書に記載されているアメリカ合衆国及びニュージャージー州の法令に関する記載は、全ての重要な

点において真実かつ正確である。

(d) 当社又は当社の代理人による本書及びその訂正届出書の関東財務局長に対する提出は、当社により適

法に授権されたものである。

 

２ 【その他の記載事項】

以下に記載する情報は、ジョンソン・エンド・ジョンソン2005年長期インセンティブ・プラン規則の訳

文である。

 

2005年長期インセンティブ・プラン

 

１　目的

 

本プランの目的は、ニュージャージー州法に基づく会社であるジョンソン・エンド・ジョンソン（以下

「当社」という。）並びにその子会社及び関連会社の成功と成長に責任のある者に対して長期インセン

ティブを提供すること、かかる者の利害と当社の株主の利害をより密接に関連させること、競争力のある方

法での当社並びにその子会社及び関連会社による様々な有能な従業員の採用、維持及び動機付けを支援す

ること、並びにかかる者に関連する業績に対する支払を確保することである。当社の株主により承認された

場合には、本プランは、ジョンソン・エンド・ジョンソン2000年ストック・オプション・プラン（以下

「2000年オプション・プラン」という。）及びジョンソン・エンド・ジョンソン2000年ストック報酬プラ

ン（以下「2000年ストック・プラン」という。）を継承するものとする。

 

２　定義

 

本プランにおいて、

 

「報奨」とは、オプション、株式評価益権、制限付株式、制限付株式ユニット、株式報奨、パフォーマンス・

シェアのいずれか又は全ての付与を意味する。
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「取締役会」とは、当社取締役会を意味する。

 

「規約」とは、1986年国税収入局規約(改正を含む。)を意味する。

 

「委員会」とは、取締役会の報酬委員会（又はそれを継承する委員会）を意味する。委員会は、取締役会

により指名され、少なくとも３名の独立社外取締役により構成されるものとする。委員会の構成員は、取締

役会の判断において、(a)1934年証券取引所法第16b-３条及び普通株式が上場されている主要な証券取引所

の諸規則に定義される非従業員取締役、並びに(b)規約第162(m)条に基づく規則に定義される社外取締役に

より構成されるものとする。

 

「普通株式」とは、１株当たり額面金額1.00米ドルの当社普通株式を意味する。

 

「配当相当額」とは、ある配当基準日に関して取締役会が宣言する普通株式１株に対する配当の金額と

同等の金額（配当基準日現在のもの）を意味する。

 

「参加資格者」とは、(i)当社又はその米国内の子会社の従業員である取締役、当社及びその米国内の子

会社の従業員（当社の執行役員及び役員を含む。）、当社及びその子会社の米国外の子会社及び合弁事業の

従業員、かかる合弁事業に従事する合弁事業パートナーの従業員、並びに(ii)本プラン規則第８条に従い株

式報奨及び／又は制限付株式を受領する資格を有する非従業員取締役を意味する。

 

「従業員取締役」とは、ある特定の日において当社又はその子会社若しくは関連会社の従業員である取

締役会の構成員を意味する。

 

「公正市場価格」とは、普通株式が取引される主要な証券取引所におけるある特定の日の普通株式の売

値の高値と安値の平均を意味する。かかる日に普通株式の売買がなかった場合には、委員会が評価のために

適正であるとその単独の裁量により決定する単一又は複数の日における普通株式の売値の高値と安値の平

均を意味する。

 

「事業年度」とは、当社の事業年度を意味する。

 

「全額報奨」とは、オプション又は株式評価益権ではない報奨を意味する。

 

「インセンティブ・ストック・オプション」とは、規約第422条の要件を満たし、委員会によりインセン

ティブ・ストック・オプションとして指定されたオプションを意味する。

 

「指定執行役員」とは、レギュレーションS－K、第402(a)(3)項に基づくある事業年度に関する当社の議

決権行使勧誘書類に記載されている当該事業年度の当社の最高経営責任者及びそれ以外で最も多く報酬を

受けた４名の執行役員を意味する。
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「非従業員取締役」とは、ある特定の日において当社又はその子会社若しくは関連会社の従業員ではな

い取締役会の構成員を意味する。

 

「非適格ストック・オプション」とは、規約第422条の要件を満たしておらず、委員会によりインセン

ティブ・ストック・オプションとして指定されていないオプションを意味する。

 

「オプション」とは、本プランに基づき付与された権利で、特定の期間に特定の価格（１株当たりの価

格）で普通株式を購入することができる権利を意味する。

 

「オプション行使価格」とは、オプションの対象となる普通株式の１株当たりの購入価格を意味する。

 

「参加者」とは、本プランに基づき報奨を受けた個人を意味する。

 

「実績主義に基づく除外」とは、規約第162(m)条による税金控除の制限からの実績主義に基づく除外

（規約第162(m)(4)(C)条に規定される。）を意味する。

 

「業績目標」とは、本プラン規則第７条(e)に従い委員会が設定する目標を意味する。

 

「業績基準」とは、業績目標の基準として委員会が使用する基準（本プラン規則第７条(e)に規定され

る。）を意味する。

 

「業績達成期間」とは、委員会が設定する期間を意味し、かかる期間に関してパフォーマンス・シェアが

獲得されたか否か及びパフォーマンス・シェアがどのくらい獲得されたかを決定するために業績目標達成

の評価が行われる。

 

「パフォーマンス・シェア」とは、業績達成期間中に達成した業績目標に基づく普通株式による報奨

（本プラン規則第７条(e)に記載される。）を意味する。

 

「本プラン」とは、本プラン規則に規定し随時修正されるジョンソン・エンド・ジョンソン2005年長期

インセンティブ・プランを意味する。

 

「制限付株式」とは、委員会が設定した譲渡制限が失効する日又は委員会が別途決定する日まで取引又

は売却することができない普通株式による報奨（本プラン規則第７条(c)又は第８条(c)に記載される。）

を意味する。

 

「制限付株式ユニット」とは、特定の数の普通株式の価値に基づく金額で、現金、普通株式又はその組み

合わせ（委員会により決定される。）により支払われる報奨（本プラン規則第７条(c)に記載される。）を
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意味する。

 

「制限期間」とは、制限付株式又は制限付株式ユニットに関して、委員会が設定した譲渡制限が有効であ

る期間を意味する。かかる制限は、制限付株式又は制限付株式ユニットの条件に従い失効するまで、あるい

は、委員会が別途決定する時まで有効であるものとする。

 

「株式評価益権」とは、(a)株式評価益権が行使される日における普通株式１株の公正市場価格が(b)か

かる株式評価益権の付与時にかかる株式評価益権に関して設定された普通株式１株当たりの行使価格（行

使価格）を上回る額（もしあれば）に株式評価益権の行使の目的となる普通株式数を乗じた額に等しい金

額の支払を受ける権利による報奨（本プラン規則第７条(b)に記載される。）を意味する。

 

「株式報奨」とは、委員会が決定する条件及び制限（もしあれば）に服する普通株式による報奨（本プ

ラン規則第７条(d)又は第８条(b)に記載される。）を意味する。

 

３　本プランの管理

 

(a)　委員会の権限

本プランは、本プランの条項により以下の権限を含む全ての権限（本プラン（本プラン規則第８

条を含む。）に記載される制限の範囲内であるものとする。）を授権された委員会によって管理され

るものとする。

・本プランに基づき報奨を付与される者を選択する権限

・各参加者（本プラン規則第８条に従い非従業員取締役であるとされる参加者を含む。）に付与

される報奨の種類、規模及び条件を決定する権限

・報奨が付与される時期及び報奨の付与前に満たすべき条件を決定する権限

・報奨の目的及び条件を設定する権限

・契約により報奨を証するべきか否か決定する権限。契約により証する場合には、かかる契約の条

項（本プランと一致するものとする。）を決定し、契約の当事者となるべき者を決定する権限

・報奨に適用ある条件が満たされているか否か及び業績達成期間の終了時に報奨を支払うか否か

決定する権限

・報奨の全部又は一部の支払を繰り延べるか否か、かかる支払を繰り延べる時期及びかかる支払

を繰り延べる条件を決定する権限

・報奨の支払又は行使に関する指針及び／又は手続きを決定する権限

 

(b)　本プランの解釈

委員会は、本プランを管理し解釈する完全なる権限、並びに、本プランに一致し、かつ、委員会の意

見において本プランの管理・運営に必要又は望ましいと見なされる規則、規定、契約、指針、手続き及

び手段を採用又は設定する完全なる権限を有するものとする。委員会による本プランの解釈、並びに

委員会が本プラン規則に基づき付与された権限に従い行った全ての行為及び決定は、最終的なもの
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であり、全ての関係当事者（当社、その株主及び全ての参加資格者を含む。）を拘束するものとする。

 

(c)　権限の委任

法律により禁止されない範囲において、委員会は、本プラン規則上の権限を１若しくは複数の委員

会の構成員又はその他の者に委任することができるものとする。但し、1934年証券取引所法第16条に

服する参加資格者に対する報奨に関しては、かかる委任は行えないものとする。本第３条(c)に従い

委員会がその権限を委任する者は、報奨を受けることができるものとする。但し、かかる報奨は、委員

会が委任を行わず直接付与するものに限る。

 

(d)　書類の作成及び補佐の提供

委員会は、委員会を代理して書類を作成し又はその他本プランの管理及び運営において委員会を

補佐する当社の従業員を指名することができるものとする。

 

(e)　統一性の不要

本プラン規則第８条に規定される場合を除き、報奨に適用される条件は、全ての報奨の間、同種類

の全ての報奨の間、同一の参加者に付与された全ての報奨の間又は同時に付与された全ての報奨の

間で統一されている必要はないものとする。

 

４　参加資格

 

(a)　総則

本プランの条件（本プラン規則第８条を含む。）に従い、委員会は随時、全ての参加資格者の中か

ら本プラン規則第７条に基づき報奨を付与されるべき者を選択することができ、各報奨の種類及び

金額を決定するものとする。

 

(b)　米国外の参加者

矛盾する本プランの条項にかかわらず、本プランの目的の達成を促進及び推進するため、あるい

は、当社又はその子会社若しくは関連会社のいずれかが事業を行っているか従業員を雇用している

米国外の国の法律を遵守するために、委員会は、その単独の裁量により、(i)当社又はその子会社若し

くは関連会社が米国外において雇用した参加資格者のうちいずれの参加資格者が本プランに参加す

べきか決定する権限、(ii)かかる参加資格者に付与された報奨の条件を修正する権限、並びに(iii)

本プランに基づき付与された報奨の適法性、正当性及び有効性を確保するために米国外の国の法令

を遵守するのに必要又は望ましい範囲において、代替プラン、修正したオプション行使手続き、その

他の報奨の条件及び手続きを設定する権限を有するものとする。

 

５　本プランの対象となる普通株式

 

(a)　授権株式の数
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当社の株主により別途授権される場合を除き、かつ、本プラン規則第５条及び第10条の条件に従

い、本プランに基づき発行することができる普通株式の総数は、260百万株を上限とする。授権普通株

式はいずれも、本プランに記載されるあらゆる種類の報奨に使用することができるものとする。但

し、インセンティブ・ストック・オプションに基づき発行することができる普通株式の数は160百万

株を超えないものとする。

 

(b)　株式の計数

本プランに基づき発行することができる普通株式の残存数を決定する際には、以下の規則が適用

されるものとする。

(i)　オプション又はその他の報奨の付与に関しては、本プランに基づき発行することができる普

通株式の数から、かかるオプション又はその他の報奨の付与又は表示の目的となる普通株式

の数を控除するものとする。

(ii) 上記第５条(b)(i)の規定にかかわらず、全額報奨の付与時に60百万株以上の普通株式に関す

る全額報奨が本プランに基づき以前に付与されていた場合に（以前に付与された全額報奨

（又はその一部）のうち、支払がなされることなく失効し、消却され、権利喪失し、又はその

他終了しているもの（又はその一部）を除く。）（以下「正味限度額」という。）、当該正味

限度額を上回っている限りは、追加の各全額報奨により、本プランに基づき発行することが

できる普通株式の総数から、かかる追加の全額報奨の付与の目的となる普通株式１株につき

４株を控除するものとする。

(iii)残存するオプション又はその他の報奨（若しくはその一部）が、オプション又はその他の報

奨の全部に関して行使又は支払がなされることなく何らかの理由で失効し、消却され、権利

喪失し、又はその他終了した場合には、失効し、消却され、その他終了したオプション（若し

くはその一部）又はその他の報奨（若しくはその一部）に割当可能な普通株式は、本プラン

に基づき付与されたオプション又はその他の報奨に関する発行に再利用することができる

ものとする。但し、失効し、消却され、権利喪失し、又はその他終了したかかる報奨（若しくは

その一部）が全額報奨であり、かかる失効、消却、権利喪失又はその他の終了の時点において

正味限度額を上回っている限り、本第５条に従い本プランに基づき付与されたオプション又

はその他の報奨に関する発行に再利用可能な普通株式の数に、失効し、消却され、権利喪失

し、又はその他終了した全額報奨に割当可能な普通株式１株につき４株を加算するものとす

る。正味限度額を依然上回っているものの本プランに基づき追加の報奨が付与される場合

に、かかる付与がオプション又は株式評価益権であるときには、かかるオプション又は株式

評価益権に割当可能な普通株式の数は、かかるオプション又は株式評価益権１個につき１株

とし、かかる報奨が全額報奨であるときには、かかる全額報奨に割当可能な普通株式の数は、

かかる全額報奨１個につき４株とする。還元されたかかる普通株式はいずれも、本第５条に

よる本プランに基づく発行に利用することができるものとする。但し、正味限度額を上回っ

ているものの本プランに基づき追加の報奨を付与する場合に、(A)かかる追加の報奨がオプ

ション又は株式評価益権であるときには、本プランに基づき発行することができる普通株式

の数から、かかるオプション又は株式評価益権の付与の目的となる普通株式の数を控除する
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ものとし、(B)かかる追加の報奨が全額報奨であるときには、本プランに基づき発行すること

ができる普通株式の数から、かかる全額報奨の付与の目的となる普通株式１株につき４株を

控除するものとする。

(iv) 当社又はその子会社若しくは関連会社が買収した会社あるいは当社又はその子会社若しく

は関連会社と合併した会社が以前付与していた報奨のうち未払いのものを引き受けて又は

その代わりに付与される報奨が基礎となる普通株式はいずれも、法令に定められていない限

り、本プランに基づき入手することができる普通株式の留保分に勘定されないものとする。

 

(c)　交付される株式

本プランに基づき当社が交付する普通株式の調達源は委員会が決定するものとし、その全部又は

一部は、未発行授権株式、自己株式又は公開市場において取得した株式で構成されるものとする。

 

６　報奨の上限

 

１事業年度中に参加資格者１名に付与することができるオプション及び株式評価益権の総数は、目的と

なる普通株式数で２百万株を上限とする。１事業年度中に参加資格者１名に付与することができる全額報

奨の総額は、15百万米ドルを上限とする。但し、上記の米ドルによる上限は、普通株式による報奨の場合に

は、報奨が付与される日における公正市場価格に基づいて適用されるものとする。１事業年度以上の業績達

成期間に関していずれかの参加資格者に付与することができる報奨の上限（オプション及び株式評価益権

を除く。）は、上記の年間上限に業績達成期間における事業年度数（１事業年度未満の事業年度を除く。）

を乗じたものを上回らないものとする。

 

７　参加資格者に対する報奨

 

(a)　オプション

(i)　付与

本プランの条件に従い（本プラン規則第８条を含む。）、オプションは参加資格者に付与すること

ができるものとする。オプションは、委員会が決定する通り、インセンティブ・ストック・オプショ

ン又は非適格ストック・オプションから成るものとする。オプションは、単独で又は株式評価益権と

連動して付与することができるものとする。株式評価益権と連動して付与されたオプションに関し

ては、かかるオプション又は株式評価益権のいずれかの行使と同時に、同数の連動する株式評価益権

又はオプション（場合により）が消却されるものとする。

 

(ii)　オプション行使価格

オプション行使価格は、当社又はその子会社若しくは関連会社が買収した会社あるいは当社又は

その子会社若しくは関連会社と合併した会社が以前付与していた報奨のうち未払いのものを引き受

けて又はその代わりに付与されたオプションである場合を除き、オプションの付与日における普通

株式１株の公正市場価格と同額又はそれ以上であるものとする。

EDINET提出書類

ジョンソン・エンド・ジョンソン(E05943)

有価証券届出書（組込方式）

13/36



 

(iii)　有効期間

各オプションの有効期間は、委員会がその単独の裁量により決定するものとする。但し、いかなる

場合においても、付与日から10年を超えないものとする。

 

(iv)　インセンティブ・ストック・オプションにかかる制限

インセンティブ・ストック・オプションは、付与日において当社（又は当社の子会社（規約第424

条に規定する範囲内のものとする。）あるいは当社若しくはその子会社の合弁事業若しくは合弁事

業パートナー）の従業員である参加資格者に付与することができるものとする。ある暦年にいずれ

かの参加者が当社（又は当社の親会社若しくは子会社（規約第424条に規定する範囲内のものとす

る。））の全てのプランに基づき初めて行使することができるインセンティブ・ストック・オプ

ションの目的となる普通株式の公正市場価格（インセンティブ・ストック・オプションの付与日に

決定される。）の総額は、100,000米ドル又は規約及び／又は適用ある規則により後に規定されるそ

の他の額を超えないものとする。但し、かかる上限を超えた場合には、超過分の普通株式にかかるオ

プションは非適格ストック・オプションと見なされるものとする。インセンティブ・ストック・オ

プションは、委員会が望ましいと見なす条件を含むものとする。但し、いかなる場合においても、規約

第422条に基づくインセンティブ・ストック・オプションとして適格となるために必要な全ての条

件に一致し、かつ、かかる条件を含む又は含んでいると見なされるものとする。全てのインセンティ

ブ・ストック・オプションは、本プランが当社の株主により承認された日から10年以内に付与され

なければならないものとする。

 

(v)　価格改定の禁止

本プラン規則第10条に従い行われる調整の場合を除き、本プランに基づき付与されたオプション

のうち残存しているもののオプション行使価格は、付与日後に減額することはできないものとし、か

つ、本プランに基づき付与されたオプションのうち残存しているものは、当社の株主による承認なし

に、オプション行使価格のより低い新たなオプションの付与にかかる対価として当社に引き渡すこ

とはできないものとする。

 

(vi)　支払

オプションが行使された場合には、オプション行使価格は、(a)現金若しくはその同等物、(b)行使

の時点においてオプション行使価格の合計と同等の公正市場価格総額を有する普通株式（あらかじ

め取得済みのもの。但し、かかる株式は、支払に使用する前の少なくとも６ヶ月間、参加資格者が実質

的に保有していたものでなければならない。）、又は(c)(a)及び(b)の組み合わせにより、全額当社に

支払われるものとする。

 

(b)　株式評価益権

(i)　付与
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本プランの条件に従い（本プラン規則第８条を含む。）、株式評価益権は参加資格者に付与するこ

とができるものとする。株式評価益権は、単独で又はオプションと連動して付与することができるも

のとする。オプションと連動して付与された株式評価益権に関しては、かかるオプション又は株式評

価益権のいずれかの行使と同時に、同数の連動する株式評価益権又はオプション（場合により）が

消却されるものとする。

 

(ii)　行使価格

本プランに基づき付与された株式評価益権の対象となる普通株式１株当たりの行使価格は、当社

又はその子会社若しくは関連会社が買収した会社あるいは当社又はその子会社若しくは関連会社と

合併した会社が以前付与していた報奨のうち未払いのものを引き受けて又はその代わりに付与され

た株式評価益権である場合を除き、株式評価益権の付与日における公正市場価格と同額又はそれ以

上であるものとする。

 

(iii)　有効期間

各株式評価益権の有効期間は、委員会がその単独の裁量により決定するものとする。但し、いかな

る場合においても、付与日から10年を超えないものとする。

 

(iv)　価格改定の禁止

本プラン規則第10条に従い行われる調整の場合を除き、本プランに基づき付与された株式評価益

権のうち残存しているものの行使価格は、付与日後に減額することはできないものとし、かつ、本プ

ランに基づき付与された株式評価益権のうち残存しているものは、当社の株主による承認なしに、行

使価格のより低い新たな株式評価益権の付与にかかる対価として当社に引き渡すことはできないも

のとする。

 

(v)　支払方法

委員会は、現金、かかる現金と同価値の普通株式（行使日における公正市場価格により評価される

場合）、これらの現金と普通株式の組み合わせ、又は委員会が決定するその他の方法による株式評価

益権の支払を承認することができるものとする。

 

(c)　制限付株式／制限付株式ユニット

(i)　付与

本プランの条件に従い（本プラン規則第８条を含む。）、制限付株式若しくは制限付株式ユニット

又はその両方は参加資格者に付与することができるものとする。

 

(ii)　制限付株式

制限付株式は、譲渡制限及び委員会が設定するその他の条件に服する普通株式による報奨である。

 

(iii)　制限付株式ユニット
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制限付株式ユニットは、委員会が設定する条件に従い普通株式１株の公正市場価格に基づく金額

を受領する契約上の権利による報奨である。その条件に従い支払われるべき制限付株式ユニットは、

委員会が決定する通り、現金、普通株式又は現金及び株式の組み合わせにより決済されるものとす

る。制限付株式ユニットを保有する者は、かかる制限付株式ユニットに関する支払が普通株式により

実際に行われるまで、かかる制限付株式ユニットが関連する普通株式に対する所有権を有さないも

のとする。

 

(iv)　条件

委員会は、本プランに基づき付与された制限付株式又は制限付株式ユニットに、望ましいと見なす

条件及び／又は制限を課すものとする。かかる条件及び／又は制限には、参加者が各制限付株式又は

各制限付株式ユニットにかかる規定の購入価格を支払うという要件、権利喪失条件、譲渡制限、特定

の業績目標の達成に基づく制限（本プラン規則第７条(e)(iii)又はその他に記載される。）、権利確

定にかかる時間ベースの制限、及び／又は適用ある連邦証券法若しくは州証券法上の制限が含まれ

る。委員会が別途決定する場合を除き、時間ベースの制限期間は、少なくとも３年とする。制限付株式

又は制限付株式ユニットが規約第162(m)条に基づき控除可能なものである限り、適用ある制限は、本

プラン規則第７条(e)に記載される通り、業績達成期間中に達成した業績目標に基づくものとする。

 

(v)　譲渡制限

制限付株式は、制限期間中に、売却、移転、譲渡若しくはその他の方法で処分することはできないも

のとし、又は、担保、質権若しくはその他抵当権を設定することはできないものとする。制限付株式に

課された制限を実施するために、委員会は、委員会が必要又は望ましいと見なす(a)「譲渡停止」指

図を発行せしめ及び／又は(b)説明文をかかる制限付株式を証する株券（もしあれば）に記載せし

めることができるものとする。制限付株式ユニットは、いかなる時においても、売却、移転、譲渡若し

くはその他の方法で処分することはできないものとし、又は、担保、質権若しくはその他抵当権を設

定することはできないものとする。

 

(vi)　配当及び議決権

委員会が別途決定する場合を除き、制限付株式を保有する参加者は、制限期間中に、現金若しくは

その他の財産による配当を受領する権利又はかかる株式に関する販売権を有するものとし、また、か

かる株式の登録保有者として議決権を行使する権利を有するものとする。但し、委員会が別途決定す

る場合を除き、制限期間中に参加者に支払われるべき配当又はその他の財産はいずれも、適用ある制

限付株式に課された制限が失効した場合にのみ分配されるものとする。委員会が別途決定する場合

を除き、制限付株式ユニットに関する配当相当額は、制限期間中は、かかる制限付株式ユニットを保

有する者に帰するものとし、また、委員会が別途決定する場合を除き、かかる配当相当額は、委員会が

決定する条件に従い、かかる配当相当額と同額の当初価格である制限付株式ユニットに直ちに転換

されるものとする。

 

(vii)　株式に関する所有権の証拠
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本プランに基づき発行された各制限付株式は、当社又はその被指名人の帳簿及び記録（又は、かか

る制限株式に関して物理的な株券が発行される場合には、１若しくは複数の株券）上に適用ある参

加者の名義で登録されたかかる制限付株式に関する所有権により証されるものとする。但し、この場

合、本プラン規則第７条(c)(v)により課された譲渡制限に服するものとする。制限付株式に適用され

る制限に従い、かかる制限付株式が権利喪失した場合には、かかる所有権又は株券（場合により）は

失効するものとする。制限付株式に適用される制限期間の終わりに、当社は、参加者がその時点で権

利を有する普通株式に関して、適用ある譲渡制限を解除せしめるものとする。制限付株式ユニットが

普通株式により支払われるまで、制限付株式ユニットに関していかなる所有権も記録されず、物理的

な株券も発行されないものとする。

 

(d)　株式報奨

(i)　付与

本プランの条件に従い（本プラン規則第８条を含む。）、普通株式から成る株式報奨は参加資格者

に付与することができるものとする。株式報奨は、単独で又は本プランに基づき付与されたその他の

報奨に加えて付与することができるものとする。

 

(ii)　条件

各株式報奨に適用される条件は委員会が決定するものとする。かかる条件は、株式報奨の対象とな

る普通株式の譲渡制限（委員会がその裁量により決定するものとする。）を含む。

 

(e)　パフォーマンス・シェア

(i)　付与

本プランの条件に従い（本プラン規則第８条を含む。）、パフォーマンス・シェアは参加資格者に

付与することができるものとする。パフォーマンス・シェアは、単独で又は本プランに基づき付与さ

れたその他の報奨に加えて付与することができるものとする。

 

(ii)　業績目標

委員会が別途決定する場合を除き、パフォーマンス・シェアは、業績達成期間中における業績目標

（委員会が決定する１又は複数の業績基準に基づくものとする。）の達成を条件とするものとする。

委員会が別途決定する場合を除き、業績達成期間は３年とする。

 

(iii)　業績基準

パフォーマンス・シェアにおいて使用される業績基準は、個々の参加者に関連する目標又は当社

全体の目標若しくは当社の子会社、事業部門、地域、機能若しくは事業体に関連する目標に関して記

載することができ、以下の基準のうち１又は複数により構成されるものとする。

・所得による基準（総利益、営業利益、税引前利益若しくは税引後利益、純利益又は１株当たり利

益を含む。）

・利益による基準（資産利益率、投資利益率、自己資本利益率又は売上高利益率を含む。）
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・キャッシュ・フロー

・経費

・収益による基準

・株価（株価成長による基準及び株主還元総額を含む。）

これらの業績基準に基づく業績目標は、絶対ベースで又はその他の事業体の業績と関連して表示

されるものとする。

 

(iv)　消極的裁量

本プランに基づき設定された業績目標の達成にかかわらず、委員会は、参加者に別途支払われるパ

フォーマンス・シェアの一部又は全部を削減する裁量を有するものとする。

 

(v)　特別事由

報奨の付与後いつでも（又は随時）、かつ、規約第162(m)条及びそれに基づく規則において許可さ

れる範囲において、実績主義に基づく除外による報奨の取扱いに悪影響を及ぼすことなく、委員会

は、その単独の裁量により、特定の企業間取引、会計又は税金に関する法律の変更及びその他の特別

かつ臨時の事由による影響を反映するために、業績目標の達成を評価する方法を規定すること又は

業績目標を調整することができるものとする。

 

(vi)　解釈

規約第162(m)条による実績主義に基づく除外の条件を満たすことを目的としている報奨に関し

て、(A)委員会は、規約第162(m)条及びそれに基づく規則を踏まえて、本プラン及び本プラン規則第７

条を解釈するものとし、(B)委員会は、規約第162(m)条及びそれに基づく規則による報奨の取扱いに

悪影響を及ぼすような方法で報奨を修正する裁量を有さないものとし、(C)業績目標が達成されたこ

とを委員会が初めに認定するまでかかる報奨は支払われないものとする。

 

８　非従業員取締役に対する報奨

 

(a)　唯一の報奨

本プランに基づき非従業員取締役に付与することができる報奨は、本第８条において承認される

報奨のみとする。

 

(b)　最初の株式報奨

新任の各非従業員取締役は、初めて取締役会の構成員になった後可及的速やかに、普通株式1,000

株から成る株式報奨を付与されるものとする。本第８条(b)に基づくある事業年度における新任の非

従業員取締役に対する株式報奨の付与はいずれも、本プラン規則第８条(c)に従いかかる新任の非従

業員取締役に対して当該事業年度に付与される制限付株式による報奨に加えて行われるものとす

る。
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(c)　制限付株式による年次報奨

制限付株式による報奨は、本プランが有効である各事業年度に関して、各非従業員取締役に付与さ

れるものとする。かかる各報奨は、委員会が決定する各事業年度中の単一の日又は複数の日において

付与されるものとする。ある事業年度に関して本第８条(c)に従い委員会が決定した単一の日又は複

数の日において非従業員取締役が取締役会の構成員でない場合には、かかる非従業員取締役は、本第

８条(c)に基づき当該事業年度に関して制限付株式による報奨を付与される権利を有さないものと

する。但し、委員会は、委員会が指定した当該事業年度内の日に、かかる非従業員取締役に対して制限

付株式による報奨を付与することを決定できるものとするが、かかる決定は義務ではない。本第８条

(c)に基づく非従業員取締役に対する制限付株式による各年次報奨により、100,000米ドルを上限と

する公正市場価格総額（当該報奨の付与日に決定される。）に換算できる最大数の普通株式が付与

されるものとする。但し、本第８条(c)に基づきある事業年度に関して制限付株式による報奨が付与

された日において非従業員取締役を務めている個人が当該事業年度の当初から非従業員取締役を務

めていない場合には、委員会は、当該事業年度に関するかかる個人に対する制限付株式による報奨を

かかる個人の年単位未満の役務を反映して減額することを決定できるものとするが、かかる決定は

義務ではない。

 

(d)　移転又は譲渡の禁止

本プラン規則第８条(c)に基づき非従業員取締役に付与された制限付株式及びかかる制限付株式

に含まれる権利又は所有権は、(i)かかる制限付株式の付与日から３年後の応答日又は(ii)非従業員

取締役の死亡若しくは就業障害（委員会により決定される。）のいずれか早い方まで、売却、移転、譲

渡若しくはその他の方法で処分することはできないものとし、又は、担保、質権若しくはその他抵当

権を設定することはできないものとする。かかる制限付株式に課された制限を実施するために、委員

会は、委員会が必要又は望ましいと見なす(a)「譲渡停止」指図を発行せしめ及び／又は(b)説明文

をかかる制限付株式を証する株券（もしあれば）に記載せしめることができるものとする。

 

(e)　権利喪失の禁止

本プラン規則第８条(c)に基づき非従業員取締役に付与された制限付株式及びかかる制限付株式

に含まれる権利又は所有権は、いつでも権利確定し、権利喪失されないものとする。本プランにより

かかる制限付株式に課される制限は、本プラン規則第８条(d)に規定する譲渡制限のみであるものと

する。

 

(f)　配当及び議決権

本プラン規則第８条(c)に基づき付与された制限付株式を保有する参加者は、制限期間中に、現金

若しくはその他の財産による配当を受領する権利又はかかる制限付株式に関する販売権を有するも

のとし、また、かかる制限付株式の登録保有者として議決権を行使する権利を有するものとする。但

し、参加者が制限付株式を保有していることにより制限期間中に参加者に分配された当社のあらゆ

る有価証券は、かかる制限付株式に適用されるものと同じ譲渡制限に服するものとする。かかる有価

証券に対する譲渡制限は、当該制限付株式に適用される譲渡制限が失効したときにのみ失効するも
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のとする。

 

(g)　株式に関する所有権の証拠

本プラン規則第８条(c)に基づき発行された各制限付株式は、当社又はその被指名人の帳簿及び記

録（又は、かかる制限株式に関して物理的な株券が発行される場合には、当該株券）上に適用ある参

加者の名義で登録されたかかる制限付株式に関する所有権により証されるものとする。但し、この場

合、本プラン規則第８条(d)により課された譲渡制限に服するものとする。制限付株式に適用される

制限期間の終わりに、当社は、参加者がその時点で権利を有する普通株式に関して、適用ある譲渡制

限を解除せしめるものとする。

 

９　支払の繰延及びオプション又は株式評価益権による利益の繰延の禁止

 

本プランの条件に従い、委員会は、参加者に対する報奨の全部又は一部（現金、普通株式又はそれらの組

み合わせのいずれで支払われるかを問わない。）を繰り延べることを決定することができ、又は、その単独

の裁量により参加者が行った繰延の選択を承認することができるものとする。繰延は、委員会がその単独の

裁量により決定することができる期間及び条件でなされるものとする。上記にかかわらず、オプション又は

株式評価益権による利益の繰延は、本プランにおいて許可されないものとする。

 

10　希薄化及びその他の調整

 

合併、会社更生、連結、資本再構成、株式配当、株式分割、併合若しくは株式交換又はその他普通株式の種類

に影響を及ぼすような会社組織の変更の場合には、委員会は、本プラン規則第５条に記載される通り本プラ

ンに基づき交付される株式の種類及び総数、本プラン規則第６条に基づく個々の報奨の上限、本プラン規則

第８条(b)に基づく個々の報奨、残存するオプションの種類、数及びオプション行使価格、残存する株式評価

益権の種類、数及び行使価格、並びに本プランに基づき付与されたその他の報奨の対象となる株式の種類及

び数を、適当とみなす範囲により調整するものとする。但し、全ての報奨の対象となるあらゆる種類の株式

の数は、常に整数であるものとする。かかる調整は、委員会の単独の裁量により、１種類以上の普通株式を対

象とする報奨の形をとることができるものとする。かかる調整は、本プランの全ての目的において、最終的

なものであり拘束力を有するものとする。

 

11　雑則

 

(a)　株主としての権利

本プラン規則に別途規定される場合を除き、参加者は、普通株式に関する所有権又は普通株式を表

章する株券が参加者に対して発行されるまで、本プラン規則に基づく報奨に関する普通株式の保有

者としていかなる権利も有さないものとする。

 

(b)　貸付の禁止
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当社又はその子会社若しくは関連会社から参加者に対する貸付は、本プランに関連して行えない

ものとする。

 

(c)　移転又は譲渡の禁止

本プランに基づく報奨又はそれに関する権利若しくは所有権のいずれも、遺言又は相続法及び分

配法による場合以外には譲渡することができず、本プランに基づく全ての報奨は、参加者の生存中に

参加者のみが行使できるものとする。参加者が受領した普通株式（制限付株式を除く。）は、付与さ

れた時点で、1933年証券法、1934年証券取引所法第16条及び当社のインサイダー取引に関する方針

（かかる方針は随時修正される可能性がある。）に服することを条件として、自由に譲渡、移転、質権

設定又はその他抵当権を設定することができるものとする。

 

(d)　源泉徴収税

当社は、現金で支払われた全ての報奨（及び本プラン規則に基づくその他のあらゆる支払）から、

かかる報奨について源泉徴収することが法律により要求される連邦税、州税、地方税又は外国税を控

除する権利を有し、また、普通株式により支払われた報奨に関して又はオプションの行使時には、か

かる税金の支払（参加者の給与からの源泉徴収又はその他の方法による）を要求する権利を有する

ものとする。委員会の承認を条件として、オプション若しくは株式評価益権の行使時、制限付株式に

かかる制限の失効時、又はその他本プランに基づく報奨の付与による課税事由の発生時に要求され

る源泉徴収に関して、参加者は、当該税金が取引に課される可能性のある最低法定源泉徴収税と同額

であると決定される日における公正市場価格を有する普通株式を当社に源泉徴収させることにより

源泉徴収の全部又は一部を行うことを選択することができるものとする。かかる選択は全て取消不

能であり、委員会がその裁量により適当であるとみなす制限に服するものとする。

 

(e)　通貨及びその他の制限

現金又は普通株式による報奨の交付を行う当社の義務は、あらゆる政府により課される通貨及び

その他の制限に服するものとする。

 

(f)　報奨に対する権利の否定

本プラン及び本プラン規則に基づき行われた行為のいずれも、ある者に対して当社又はその子会

社若しくは関連会社に雇用される権利を付与するものであると解釈されないものとする。本プラン

は、当社又はその子会社若しくは関連会社がある者の雇用をいつでも終了させる権利を妨げない又

は何ら制限しないものとする。本プラン規則に規定する場合を除き、いかなる従業員又はその他いか

なる者も本プランに基づく報奨の付与を要求する権利又は本プランに基づく報奨の付与を受ける権

利を有さないものとする。報奨を受領することにより、参加者は、(i)報奨は本プランの条件によって

のみ支配されること（参加者に対する責任を負うことなくいつでも本プランを修正する又は取り消

す当社の権利を含む。（報奨の条件により規定される範囲において、本プランに基づき既に付与され

た報奨を除く。））、(ii)報奨は給与の構成要素ではなく、参加者は、雇用条件に基づき、又は、本プラ

ンに基づく報奨を受領する若しくは付与されることにより、本プラン又はその他のプランに基づき
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将来的に自身に報奨が付与されるよう要求する権利を有さないこと、(iii)本プランに基づき受領し

た報奨の金額は、解雇手当又はその他の退職金の計算から除外されること、並びに(iv)オプション及

び普通株式の保有並びにオプションの行使に適用される全ての法律、規則及び規定（通貨及び為替

に関する法律、規則及び規定を含む。）に基づき必要な全ての承認を申請し、かかる法律、規則及び規

定に基づき要求される全ての通知を行い、かつ、かかる法律、規則及び規定を遵守することを確認し

同意する。

 

(g)　受益者の指名

委員会が許可する範囲において、本プランにおける各参加者は、かかる参加者が本プランに基づく

全ての給付を受領する前に死亡した場合にかかる給付を受領する１名又は複数名の受益者（偶発又

は相次ベースで指名することができる。）を随時指名することができるものとする。委員会が別途決

定しない限り、かかる各指名は、同一の参加者による全ての従前の指名を無効とするものであり、委

員会により指定される形式によるものとし、かつ、参加者の生存中に参加者が当社又はその被指名人

に届け出た場合にのみ有効であるものとする。かかる指名が行われなかった場合、参加者の死亡時に

未払いとなっている給付は、当該参加者の相続人に支払われるものとする。

 

(h)　経費及び費用

本プランの管理にかかる経費及び費用は当社が負担するものとし、報奨又は参加者に請求されな

いものとする。

 

(i)　端株

普通株式の端株は報奨に基づき発行又は譲渡されないものとする。但し、委員会は、その裁量によ

り、端株に代わる現金の支払を指図すること又は端株を切り捨てることができるものとする。

 

(j)　本プランの資金調達

当社は、本プランに基づく報奨の支払を確保するために特別勘定又は別勘定を開設し資金調達す

る必要はなく、その他いかなる資産の分離も行う必要はない。

 

(k)　継承者

本プラン規則に基づき付与された報奨に関する本プラン上の当社の全ての義務は、当社の継承者

を拘束するものとする（かかる継承者の存在が当社の事業及び／又は資産の全部又は実質上全部の

直接又は間接的な買収、合併、連結又はその他によるものであるか否かを問わない。）。

 

(l)　ジェンダー及び数

文脈により別途示される場合を除き、本プラン規則において使用される男性用語は女性形も包含

するものとし、本プラン規則において使用される女性用語は男性形も包含するものとする。また、複

数形は単数形も包含するものとし、単数形は複数形も包含するものとする。
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(m)　可分性

本プランのいずれかの条項が何らかの理由で違法又は無効である場合には、かかる違法又は無効

である条項は本プランの残りの部分に影響を及ぼさないものとし、本プランはかかる違法又は無効

な条項が含まれていなかったものとして解釈され実施されるものとする。

 

(n)　法律の要件

本プランに基づく報奨の付与及び普通株式の発行は、全ての適用ある法律、規則及び規定に服する

ものとし、政府機関又は国の証券取引所による必要な承認を条件とする。

 

(o)　解釈の規則

本プランの条項において、法律、規則又は規定を言及する場合にはいつでも、かかる条項は、その時

点で有効な法律、規則又は規定を言及するとみなされるものとする。また、かかる法律、規則又は規定

が後に改正又は差替えられた場合には、改正又は差替え後の法律、規則又は規定を言及するとみなさ

れるものとする。「含む」という用語は、「含むが、これに限られない」という意味を含むとみなさ

れるものとする。

 

12　発効日、準拠法、修正及び終了

 

(a)　発効日

本プランは、当社の株主の承認を条件として、取締役会により2005年２月14日に承認され、当社の

株主により承認された日をもって発効するものとする。

 

(b)　修正

委員会は、本プランの全部又は一部をいつでも終了させることができ、又は、随時修正することが

できるものとする。但し、かかる終了又は修正の行為は、適用ある法律（報酬の繰延に関する規約

（及びそれに基づく規則）の条項を含む。）又は普通株式が上場されている証券取引所の規則及び

規定を遵守するためにかかる終了又は修正が必要であると委員会が合理的に判断する場合を除き、

かかる終了又は修正の日より前に付与された報奨に関する権利又は義務に悪影響を及ぼさないもの

とする。上記にかかわらず、当社の株主があらかじめ修正を承認していない限り、本プランの修正に

より(i)本プランに基づき若しくは特定の１名の個人に交付することができる普通株式の最大数が

増加する場合（本プラン規則第10条に基づく修正を除く。）、(ii)本プランに基づき報奨が付与され

る最高限度期間が延長される場合、(iii)本プランに基づき付与される報奨の種類が追加される場

合、(iv)パフォーマンス・シェアの獲得基準となる業績基準が変更される場合、(v)本プランへの参

加資格要件が修正される場合、又は(vi)修正を有効とするために、本プラン、適用ある法律、若しくは

普通株式が取引されている主要な証券取引所の規則に基づき株主による承認が必要とされる場合に

は、いかなる本プランの修正も有効ではないものとする。

 

(c)　準拠法

EDINET提出書類

ジョンソン・エンド・ジョンソン(E05943)

有価証券届出書（組込方式）

23/36



本プランの条項の構築、解釈、規制、有効性及び効力に関する全ての疑義は、連邦法が優先する場合

を除き、抵触法の原則を実施することなくニュージャージー州法に従い決定されるものとする。

 

(d)　終了

当社の株主が本プランを承認した日から10年後の応答日以降は、本プランに基づきいかなる報奨

の付与も行われないものとする。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

第１ 【公開買付けの概要】

該当事項なし

 

 

第２ 【統合財務情報】

該当事項なし

 

 

第３ 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

該当事項なし
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第三部 【追完情報】

１　新株予約権の募集について

2011年１月10日に当社は、当社の2005年長期インセンティブ・プラン（以下、本「第三部　追完情報－１　

新株予約権の募集について」において「本プラン」という。）に基づき、本邦以外の地域において新株予約

権証券（以下、本「第三部　追完情報－１　新株予約権の募集について」において「本新株予約権」とい

う。）の募集を開始したため、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第１号の規定に基づき臨時報告書を2011年２月25日に提出している。その内容は以下の通り

である。

 

(1)　有価証券の種類

新株予約権証券

 

(2)　新株予約権の内容等

(イ)　発行数

9,284,802個

（注）　本新株予約権の行使により取得される株式（下記に定義される。）は、当社が取得した既発

行の自己株式である。上記「発行数」は、新株予約権者に対して付与された本新株予約権が

全て行使された場合に取得される株式の数と同数である。

 

(ロ)　発行価格

０米ドル（０円）

（注）　本書において括弧内の円金額は、１米ドル＝82.29円の換算率（株式会社三菱東京UFJ銀行の

2011年２月９日現在の対顧客直物電信売買相場の仲値）により計算されている。１米ドル未

満及び１円未満の金額は、それぞれ四捨五入してある。

 

(ハ)　発行価額の総額

０米ドル（０円）

 

(ニ)　新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

１．　株式の種類

当社記名式額面普通株式（額面1.00米ドル）（議決権株式である。）（以下、本「第三

部　追完情報－１　新株予約権の募集について」において「株式」という。）

２．　株式の内容

当社の基本定款には、当社取締役会が、当社の基本定款に規定される通り、普通株式に

加えて、１以上のシリーズの優先株式をあらゆる金額（但し、いかなる時も2,000,000

株を超える優先株式が発行済であってはならない。）で適宜発行することができる旨

が規定されている。かかるシリーズの優先株式は、議決権がないか、議決権が限定され

ているか、又は特別若しくは複式の議決権を享受するものとする。
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３．　株式の数

本新株予約権１個当たり１株

（全ての本新株予約権が行使された場合の総株式数: 9,284,802株）

合併、会社更生、連結、資本再構成、株式配当、株式分割、併合若しくは株式交換又はその

他株式の種類に影響を及ぼすような会社組織の変更の場合には、当社取締役会の報酬

委員会（以下、本「第三部　追完情報－１　新株予約権の募集について」において「委

員会」という。）は、本プラン規則第５条に記載される通り本プランに基づき交付され

る株式の種類及び総数、本プラン規則第６条に基づく本新株予約権の上限、残存する本

新株予約権の種類、数及び行使価格を、適当とみなす範囲により調整するものとする。

但し、本新株予約権の対象となるあらゆる種類の株式の数は、常に整数であるものとす

る。かかる調整は、委員会の単独の裁量により、１種類以上の株式を対象とする本新株

予約権の形をとることができるものとする。かかる調整は、本プランの全ての目的にお

いて、最終的なものであり拘束力を有するものとする。

 

(ホ)　新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

本新株予約権１個当たり62.20米ドル（5,118円）

（全ての本新株予約権が行使された場合の払込金額総額: 577,514,684米ドル

（47,523,683,346円））

 

(へ)　新株予約権の行使期間

2014年１月11日から2021年１月７日まで

 

(ト)　新株予約権の行使の条件

全ての付与された新株予約権は付与日から３年後に権利確定し、権利確定日の翌日から行使

可能となる。

 

(チ)　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額

該当事項なし

 

(リ)　新株予約権の譲渡に関する事項

本プランに基づく本新株予約権又はそれに関する権利若しくは所有権のいずれも、遺言又は

相続法及び分配法による場合以外には譲渡することができず、本プランに基づく全ての本新

株予約権は、本プランに基づき本新株予約権の付与を受けた者（以下、本「第三部　追完情報

－１　新株予約権の募集について」において「付与対象者」という。）の生存中に付与対象

者のみが行使できるものとする。付与対象者が受領した株式（制限付株式を除く。）は、付与

された時点で、1933年証券法、1934年証券取引所法第16条及び当社のインサイダー取引に関

する方針（かかる方針は随時修正される可能性がある。）に服することを条件として、自由

に譲渡、移転、質権設定又はその他抵当権を設定することができるものとする。

 

(3)　発行方法
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当社並びにその子会社及び適格関連会社の適格従業員6,645名（日本を除く。）への割当

 

(4)　引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称

該当事項なし

 

(5)　募集又は売出しを行う地域

アメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国など全世界規模（68カ国）

 

(6)　提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

手取金の総額：　577,514,684米ドル（47,523,683,346円）（注）

(注)　新株予約権証券の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算

した見込額である。

使　途：　本新株予約権の募集は、当社の業績向上に対する従業員の貢献意欲や士気を高めることに

より、企業価値向上に資することを目的としてストック・オプションを付与するもの

であり、資金調達を目的としていない。また、新株予約権の行使の決定は新株予約権の

割当てを受けた者の判断に委ねられるため、本新株予約権の行使に際して払い込むべ

き金額は、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難である。従っ

て、事業目的のための資金に充当する予定であるが、具体的な金額については、行使に

よる払込みがなされた時点の状況に応じて決定する。

 

(7)　新規発行年月日

2011年１月10日

 

(8)　当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項なし

 

(9)　提出者の資本金の額及び発行済株式総数（臨時報告書提出日現在）

(イ)　資本金の額

3,120百万米ドル（256,745百万円）

 

(ロ)　発行済株式総数

１．　普通株式

3,119,842,548株

(注)　発行済株式数には、自己株式383,738,220株が含まれる。

２．　優先株式

０株
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２　事業等のリスク

本書に組み込まれる有価証券報告書中には「事業等のリスク」及び将来に関する事項が記載されている

が、これらの事項については本書提出日現在においても変更はない。
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第四部 【組込情報】

次に掲げる書類の写しを組み込む。

 

・有価証券報告書（2009事業年度　自　2008年12月29日　至　2010年１月３日・2010年６月29日提出）

・半期報告書（中間会計期間　自　2010年１月４日　至　2010年７月４日・2010年９月24日提出）

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（EDINET）を使用し

たデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドラ

イン）Ａ４－１に基づき本書の添付書類としている。

 

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし

 

 

第六部 【特別情報】

【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項なし
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（訳文）

独立登録会計事務所の監査報告書

 

ジョンソン・エンド・ジョンソン

株主及び取締役会　各位

 

私どもの意見によれば、添付の連結貸借対照表並びに連結損益計算書、連結株主持分変動表及び連結キャッシュ・

フロー計算書は、全ての重要な点において、ジョンソン・エンド・ジョンソン及びその子会社(以下「会社」とい

う。)の2010年１月３日及び2008年12月28日現在の財政状態、並びに2010年１月３日に終了した３年間の各事業年度

の経営成績及びキャッシュ・フローを、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して適正に表示してい

る。さらに、私どもの意見によれば、会社は2010年１月３日現在、トレッドウェイ委員会組織委員会(以下「COSO」と

いう。)が公表した「内部統制―統合的枠組み」で定められている基準に基づいて、全ての重要な点において、財務報

告に関する有効な内部統制を維持していた。これらの財務書類、財務報告に関する有効な内部統制の維持、並びに添

付されている「財務報告に関する内部統制についての経営陣の報告書」に含まれる財務報告に関する内部統制の有

効性の評価についての責任は、会社の経営陣にある。私どもの責任は、私どもの統合監査に基づいて、これらの財務書

類及び会社の財務報告に関する内部統制について意見を表明することである。私どもは、公開企業会計監視委員会

(米国)の基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、財務書類に重要な虚偽の表示がないかどうか、及び財務

報告に関する有効な内部統制が全ての重要な点において維持されていたかどうかについて合理的な保証を得るため

に、私どもが監査を計画し、実施することを要求している。私どもの財務書類の監査は、財務書類における金額及び開

示を裏付ける証拠の試査による検証、適用された会計原則及び経営者が行った重要な見積の検討、並びに財務書類全

体としての表示に関する評価を含んでいる。私どもの財務報告に関する内部統制の監査は、財務報告に関する内部統

制についての理解を得ること、重要な欠陥の存在に関するリスクの評価、並びに評価したリスクに基づいた内部統制

の整備及びその運用状況の有効性の検証及び評価を含んでいる。私どもの監査は、状況に応じて私どもが必要と考え

るその他の手続きの実施も含んでいる。私どもは、私どもの監査が私どもの意見表明のための合理的な基礎を提供し

ていると確信している。

連結財務書類に対する注記１で述べられている通り、会社は2009年度に、企業結合の会計処理方法を変更した。

会社の財務報告に関する内部統制は、財務報告の信頼性及び一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した外

部報告目的の財務書類の作成について合理的な保証を提供するために整備された手続きである。会社の財務報告に

関する内部統制は、以下についての方針及び手続きを含んでいる。(ⅰ)会社の取引及び資産の処分を合理的に詳細、

正確かつ公正に反映する記録の維持に関係するもの、(ii)一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した財務書

類を作成するために必要な取引が記録されていることについて、また会社の収入及び支出は会社の経営者及び取締

役の承認に基づいてのみ発生していることについて、合理的な保証を提供するもの、並びに(iii)財務書類に重要な

影響を及ぼす可能性のある会社の資産の未承認の取得、利用又は処分の防止又は適時発見に関して合理的な保証を

提供するもの。
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財務報告に関する内部統制には固有の限界があるため、虚偽の表示が防止又は発見されない可能性がある。また、

将来における有効性の評価の予測には、状況の変化により統制が不十分となるか、方針又は手続きへの準拠の程度が

低下するといったリスクが存在する。

 

プライスウォーターハウスクーパース　エルエルピー

ニューヨーク、ニューヨーク

2010年３月１日

 

次へ
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（訳文）

財務書類附属明細表に対する独立登録会計事務所の監査報告書

 

 

ジョンソン・エンド・ジョンソン

取締役会　各位

 

ジョンソン・エンド・ジョンソンの株主に対する2009年度年次報告書に含まれる、2010年３月１日付の私どもの

監査報告書で言及している連結財務書類及び財務報告に関する内部統制の有効性について、私どもの監査（当該報

告書及び連結財務書類は様式10-Kに含まれる年次報告書で言及される）はまた、様式10-Kの項目15(a)2に記載され

る財務書類附属明細表の監査も含む。私どもの意見では、この財務書類附属明細表は、全ての重要な点において、関連

する連結財務書類とともに読まれる際の添付の情報を適正に表示している。

 

プライスウォーターハウスクーパース　エルエルピー

ニューヨーク、ニューヨーク

2010年３月１日

次へ
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Report of Independent Registered Public Accounting Firm 

To the Shareholders and Board of Directors of Johnson & Johnson: 

 

In our opinion, the accompanying consolidated balance sheets and the related consolidated statements of earnings, statements

of equity, and statements of cash flows present fairly, in all material respects, the financial position of Johnson & Johnson and

its subsidiaries (“the Company”) at January 3, 2010 and December 28, 2008, and the results of their operations and their cash

flows for each of the three years in the period ended January 3, 2010 in conformity with accounting principles generally

accepted in the United States of America. Also in our opinion, the Company maintained, in all material respects, effective

internal control over financial reporting as of January 3, 2010, based on criteria established in Internal Control — Integrated

Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). The Company’s

management is responsible for these financial statements, for maintaining effective internal control over financial reporting and

for its assessment of the effectiveness of internal control over financial reporting, included in the accompanying, “Management

’s Report on Internal Control over Financial Reporting.” Our responsibility is to express opinions on these financial statements

and on the Company’s internal control over financial reporting based on our integrated audits. We conducted our audits in

accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States). Those standards require

that we plan and perform the audits to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material

misstatement and whether effective internal control over financial reporting was maintained in all material respects. Our audits

of the financial statements included examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial

statements, assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, and evaluating the overall

financial statement presentation. Our audit of internal control over financial reporting included obtaining an understanding of

internal control over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the

design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. Our audits also included performing such

other procedures as we considered necessary in the circumstances. We believe that our audits provide a reasonable basis for our

opinions. 

     As discussed in Note 1 to the Consolidated Financial Statements, the Company changed the manner in which it accounts for

business combinations in 2009. 

     A company’s internal control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the

reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally

accepted accounting principles. A company’s internal control over financial reporting includes those policies and procedures

that (i) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and

dispositions of the assets of the company; (ii) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to

permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and

expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the

company; and (iii) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or

disposition of the company’s assets that could have a material effect on the financial statements. 
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     Because of its inherent limitations, internal control over financial reporting may not prevent or detect misstatements. Also,

projections of any evaluation of effectiveness to future periods are subject to the risk that controls may become inadequate

because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate. 

 

/s/  PricewaterhouseCoopers LLP

New York, New York

March 1, 2010

 

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別途保管しておりま

す。

前へ　　　次へ
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REPORT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM ON

FINANCIAL STATEMENT SCHEDULE 

 

To the Board of Directors of 

Johnson & Johnson: 

 

Our audits of the consolidated financial statements and of the effectiveness of internal control over financial reporting referred

to in our report dated March 1, 2010 appearing in the 2009 Annual Report to Shareholders of Johnson & Johnson (which report

and consolidated financial statements are incorporated by reference in this Annual Report on Form 10-K) also included an

audit of the financial statement schedule listed in Item 15(a)2 of this Form 10-K. In our opinion, this financial statement

schedule presents fairly, in all material respects, the information set forth therein when read in conjunction with the related

consolidated financial statements. 

 

/s/  PricewaterhouseCoopers LLP

New York, New York 

March 1, 2010

 

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別途保管しておりま

す。

 

前へ
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